
【機関等名】 

東京財務事務所 

立川出張所 

 

【所在地等】 

東京財務事務所 

郵便番号  １１３－８５５３ 

所 在 地  文京区湯島４－６－１５ 湯島地方合同庁舎 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５８４２－７０１１（代表） 

  Ｆ Ａ Ｘ  ０３―５８４２－７０２８ 

  

立川出張所 

郵便番号  １９０－８５７５ 

所 在 地  立川市錦町４－１－１８ 立川合同庁舎 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－５２４－２１９５  

  Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－５２８－０８７４ 

 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.mof-kantou.go.jp/tokyo/ 

 

【設置根拠】 

東京財務事務所 

財務省設置法第１５条、財務省組織令第８３条 

 

立川出張所 

財務省設置法第１５条、財務省組織規則第２６１条 

 

【所掌事務】 

東京財務事務所 

(1) 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関する業務。 

(2) 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関する業務。 

(3) 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関する業務。 

(4) 企業の経理の実態に関する統計を作成する業務。 

(5) 記名国債証券の交付に関する業務。 

(6) 日本政策投資銀行の行う貸付けに関する必要な手続きに関する業務。 

(7) たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関する業務。 

(8) 財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関する業務。 



(9) 国内資金運用の調整に関する業務。 

(10) 地方債に関する業務。 

(11) 地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関する業務。 

(12) 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する業務。 

(13) 国有財産の総括に関する業務。 

(14) 普通財産の管理及び処分に関する業務。 

(15) 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第５条に規定する特定国有財産整備計

画に関する業務。 

(16) 国家公務員の宿舎の設置（合同宿舎については、その設置及び管理）に関すること並

びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関する業務。 

(17) 次に掲げる者の監督に関する業務。 

イ 金融機関 

ロ 銀行持株会社 

ハ 生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲立人 

ニ 証券業を営む者 

ホ 投資法人 

へ 投資顧問業を営む者 

ト 金融先物取引業を営む者 

チ 貸金業を営む者 

リ 特定金融会社等 

ヌ 抵当証券業を営む者 

ル 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者 

(18) 前払式証票の規制に関する業務。 

 

立川出張所 

(1)  国有財産の総括に関する業務。 

(2)  普通財産の管理及び処分に関する業務。 

(3)  国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画

に関する業務。 

(4)  国家公務員の宿舎の設置（合同宿舎については、その設置及び管理）に関すること並

びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関する業務。 

 

【管轄区域】 

  

機関等名 管 轄 区 域 

東京財務事務所 東京都 



立川出張所 東京都のうち八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府

中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村

山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東

久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西

東京市、西多摩郡 

 

【組織】 

東京財務事務所 

                総務課 

 所長              財務課 

         次長         理財第一課 

                   理財第二課 

                理財第三課                           

                理財第四課 

                管財課 

                第一～第七統括国有財産管理官 

 

立川出張所 

               管財課 

 出張所長                    第一～第三統括国有財産管理官 

 

【情報開示請求窓口】 

 東京財務事務所 

担当部署  総務課 

   Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５８４２－７０１２ 

   Ｆ Ａ Ｘ  ０３―５８４２－７０２８ 

 

立川出張所 

担当部署  管財課 

   Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－５２４－２１９５  

   Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－５２８－０８７４ 



【機関等名】 

（東京税関） 

出張所 

 

【所在地等】 

 

出張所名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ 
東京外郵 １００－

３１３１ 
千代田区大手町２－３－３

東京国際郵便局 
ＴＥＬ ０３－３２４１－３５８９ 
ＦＡＸ ０３－３２４１－０７２１ 

晴海 １０４－

００５３ 
中央区晴海４－６－２９ ＴＥＬ ０３－３５３２－２７８２ 

ＦＡＸ ０３－３５３６－１０７９ 
芝浦 
 

１０５－

００２２ 
港区海岸２－７－６８ ＴＥＬ ０３－３４５５－４９３９ 

ＦＡＸ ０３－３４５３－５８４３ 
大井 １４３－

０００１ 
大田区東海４－１－１０ ＴＥＬ ０３－３７９０－６８００ 

ＦＡＸ ０３－３７９０－４３３３ 
羽田 
 

１４４－

００４１ 
大田区羽田空港３－４－４ ＴＥＬ ０３－５７５６－４８４２ 

ＦＡＸ ０３－５７５６－４８４７ 
立川 １９０－

００２２ 
立川市錦町４－１－１８

立川合同庁舎 
ＴＥＬ ０４２－５２２－６００４ 

ＦＡＸ ０４２－５２２－０４５０ 
 

【設置根拠】 

 財務省設置法第１７条、財務省組織規則第３４３条 

 

【所掌事務】 
(1)  関税及び内国消費税の賦課徴収。 

(2)  関税法規、外国為替及び外国貿易管理法、輸出入取引法、輸出検査法等による輸出入

貨物の許可等の業務。 

(3)  関税法規による輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り業務。 

(4)  指定保税地域、保税上屋、保税倉庫、保税工場、保税展示場及び総合保税地域に関す

る業務。 

(5)  通関業者及び両替商の監督。 

(6)  外国貿易統計の作成。 

 

【管轄区域】 

   

出張所名 管 轄 区 域 



東京外郵 東京都千代田区大手町２丁目３番３号のうち 
東京国際郵便局内の地域 

晴海 東京都のうち 
中央区（晴海、勝どき、月島、佃及び豊海町に限る。）、 
墨田区、江東区（青海、有明、東雲を除く。）、足立区、葛飾区、江

戸川区 
芝浦 東京都のうち 

千代田区（東京外郵出張所の管轄区域を除く。）、 
中央区（晴海出張所の管轄を除く。）、港区（台場を除く。）、台東区、 
品川区（東品川に限る。） 

大井 東京都のうち 
品川区（八潮及び勝島に限る。）、 
大田区（東海、平和島、京浜島、昭和島及び城南島に限る。） 

羽田 東京都のうち 
大田区（東京国際空港に限る。） 

立川 埼玉県のうち 
所沢市、飯能市、入間市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡 
東京都のうち 
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、

調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、

国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村

山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西多摩郡、西東京市 
 

【組織】 

                    総務課 

東京外郵出張所長           特別審査官 

             次長         統括審査官 

                    税関相談官 

 

                     管理課 

晴海出張所長              統括審査官 

                        統括保税実査官 

 

                    総務課 

芝浦出張所長              収納課 

             次長         統括審査官 



                    統括保税実査官 

                    税関相談官 

 

                    総務課 

大井出張所長              収納課 

             次長         特別審査官 

                    統括審査官 

                    統括保税実査官 

税関相談官 

 

立川出張所長              統括監視官 

                        統括審査官 

 

（注）羽田出張所は、出張所長のみ。 

 

【情報開示請求窓口】 

担当部署  東京税関 総務部総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９９－６２１７ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５９９－６４３５ 



【機関等名】 

会計センター 

 

【所在地等】 

 郵便番号  １０２－００７４ 

  所 在 地    千代田区九段南１－１－１０ 

 Ｔ Ｅ Ｌ    ０３－３２６５－９１４１ 

Ｆ Ａ Ｘ    ０３－３２６５－８８２０ 

 

【設置根拠】 

 財務省組織令第６６条 

 

【所掌事務】 

(1)  電子情報処理組織による国の会計事務の処理の実施に関し、調査、研究及び各省各

庁との調整。 

(2)  会計法第２４条第１項及び第２項並びに第４６条の３の規定に基づく、電子情報処

理組織による国の会計事務。 

(3)  国の職員に対して、会計事務に従事するための必要な研修。 

 

【組織】 

 

                  総務室 

 所長               管理運用部   上席会計事務専門官 

       次長                 主任会計事務専門官 

                          主任会計事務専門官 

                  会計管理部   会計事務調整官 

                  研修部     企画課 

                          教務課 

 

【情報開示請求窓口】 

担当部署   総務室 

 Ｔ Ｅ Ｌ   ０３－３２６５－９１４１ 

Ｆ Ａ Ｘ     ０３－３２６５－８８２０ 



【機関等名】 

税関研修所東京支所 

 

【所在地等】 

郵便番号  １３５－８６１５ 

所 在 地  江東区青梅２－５６東京港湾合同庁舎 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９９－６２０７ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５９９－６４７９ 

 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.customs.go.jp/cti/top.html（税関研修所ホームページ） 

 

【設置根拠】                                 

財務省組織令第７０条第２項、財務省組織規則第９３条 

 

【所掌事務】 

(1)  研修計画のうち支所において実施することとされた研修の細目に関する企画及び立案
をすること。 

(2)  研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。 
(3)  研修に関する記録を作成し、及び保管すること。 
(4)  研修及び国際協力に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと等。 
 

【管轄区域】 

山形県、群馬県、埼玉県、千葉県のうち市川市（財務大臣が定める地域）、成田市、香取

郡大栄町及び多古町並びに山武郡芝山町、東京都、新潟県、山梨県 

 

【組織】 

 

支所長        幹事       研修課 

 

【情報開示請求窓口】 

担当部署  財務省大臣官房文書課情報公開室 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５８１－４１１１（代表） 内線（５６２２、５６２３） 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５２５１－２２１６ 



【機関等名】 

 財務総合政策研究所 

 

【所在地等】 

 本部 

  郵便番号  １００－８９４０ 

  所 在 地  千代田区霞が関３－１－１ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５８１－４１１１ 

Ｆ Ａ Ｘ    ０３－５２５２－２２２０ 

 研修部 

  郵便番号  １６２－０８４５ 

    所 在 地    新宿区市谷本村町８－１ 

  Ｔ Ｅ Ｌ    ０３－３２６８－４２３９ 

  Ｆ Ａ Ｘ    ０３－３２６７－０６４９ 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.mof.go.jp/jouhou/soken/soken.htm 

 

【設置根拠】 

 財務省組織令第６６条、同６７条第２項及び第３項、財務省組織規則第３６条 

 

【所掌事務】 

(1)  財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研

究。 

(2)  財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な資料、情

報及び図書の収集、保管、編集及び提供。 

(3)  内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計の作成。 

(4)  企業の経理の実態に関する統計の作成。 

(5)  国立国会図書館支部財務省図書館に関する事務。 

(6)  財務省の職員に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するため必要な研修の実施。 

(7)  財務省の所掌事務に係る国際協力。 

 

【組織】 

 
                総務室 

                研究部       国際交流室 

総括主任研究官 

 所長                   情報システム部   資料情報システム室 



次長             財政史室 

                  財務省図書館 

                調査統計部     調査統計課 

                          電子計算システム課 

                研修部       企画課 

                          教務課 

        研修支所（北海道、東北、関東、東海、北陸、近畿、中国、 

四国、北九州、南九州、沖縄） 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署 財務省大臣官房文書課情報公開室 
Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３５８１－４１１１（代表） 内線（５６２２、５６２３） 
Ｆ Ａ Ｘ ０３－５２５１－２２１６ 



【機関等名】 

（東京国税局） 

税務署 

 

【所在地等】 

 

税務署名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ 

麹町 １０２－

８３１１ 

千代田区九段南１－１－１５ 

九段合同庁舎２号館 

０３－３２２１－６０１１ 

 

神田 １０１－

８４６４  

千代田区神田錦町３－３ ０３－３２９４－４８１１ 

日本橋 

 

１０３－

８５５１ 

中央区日本橋堀留町２－６－９ ０３－３６６３－８４５１ 

 

京橋 １０４－

８５５７ 

中央区新富２－６－１ ０３－３５５２－１１５１ 

芝 １０８－

８４０１ 

港区芝５－８－１ ０３－３４５５－０５５１ 

麻布 １０６－

８６３０ 

港区西麻布３－３－５ ０３－３４０３－０５９１ 

 

品川 

 

１０８－

８６２２ 

港区高輪３－１３－２２ ０３－３４４３－４１７１ 

 

四谷 １６０－

８５３０ 

新宿区三栄町２４ ０３－３３５９－４４５１ 

 

新宿 １６９－

８５６１ 

新宿区北新宿１－１９－３ ０３－３３６２－７１５１ 

 

小石川 １１２－

８５５８ 

文京区春日１－４－５ ０３－３８１１－１１４１ 

 

本郷 １１３－

８４５９ 

文京区西片２－１６－２７ ０３－３８１１－３１７１ 

 

東京上野 １１０－

８６０７ 

台東区池之端１－２－２２ 上

野合同庁舎 

０３－３８２１－９００１ 

 

浅草 １１１－

８６０２ 

台東区蔵前２－８－１２ ０３－３８６２－７１１１ 

 

本所 １３０－

８６８６ 

墨田区業平１－７－２ ０３－３６２３－５１７１ 

 



向島 １３１－

８５０９ 

墨田区東向島２－７－１４ ０３－３６１４－５２３１ 

 

江東西 １３５－

８３１１ 

江東区猿江２－１６－１２ ０３－３６３３－６２１１ 

 

江東東 １３６－

８５０５ 

江東区亀戸２－１７－８ ０３－３６８５－６３１１ 

 

荏原 １４２－

８５４０ 

品川区中延１－１－５ 

 

０３－３７８３－５３７１ 

 

目黒 １５３－

８６３３ 

目黒区中目黒５－２７－１６ ０３－３７１１－６２５１ 

 

大森 １４３－

８５６５ 

大田区中央７－４－１８ ０３－３７５５－２１１１ 

 

雪谷 １４５－

８５０６ 

大田区雪谷大塚町４－１２ ０３－３７２６－４５２１ 

 

蒲田 １４４－

８５５６ 

大田区蒲田本町２－１－２２ ０３－３７３２－５１５１ 

 

世田谷 １５４－

８５２３ 

世田谷区若林４－２２－１４ ０３－３４２１－５１２１ 

 

北沢 １５６－

８５５５ 

世田谷区松原６－１３－１０ ０３－３３２２－３２７１ 

 

玉川 １５８－

８６０１ 

世田谷区玉川２－１－７ ０３－３７００－４１３１ 

 

渋谷 １５６－

８３３３ 

渋谷区宇田川町１－１０ 渋谷

地方合同庁舎 

０３－３４６３－９１８１ 

 

中野 １６４－

８５６６ 

中野区中野４－９－１５ ０３－３３８７－８１１１ 

 

杉並 １６６－

８５０１ 

杉並区成田東４－１５－８ ０３－３３１３－１１３１ 

 

荻窪 １６７－

８５０６ 

杉並区天沼３－１９－１４ ０３－３３９２－１１１１ 

 

豊島 １７１－

８５２１ 

豊島区西池袋３－３３－２２ ０３－３９８４－２１７１ 

 

王子 １１４－

８５６０ 

北区王子３－２２－１５ ０３－３９１３－６２１１ 

 

荒川 １１６－

８５８８ 

荒川区西日暮里６－７－２ ０３－３８９３－０１５１ 

 



板橋 １７３－

８５３０ 

板橋区大山東町３５－１ ０３－３９６２－４１５１ 

 

練馬東 １７６－

８５０３ 

練馬区栄町２３－７ ０３－３９９３－３１１１ 

 

練馬西 １７８－

８６２４ 

練馬区東大泉７－３１－３５ ０３－３８６７－９７１１ 

 

足立 １２０－

８５２０ 

足立区千住旭町４－２１ 足立

地方合同庁舎 

０３－３８７０－８９１１ 

 

西新井 １２３－

８５０１ 

足立区栗原３－１０－１６ ０３－３８４０－１１１１ 

 

葛飾 １２４－

８５６０ 

葛飾区立石８－３１－６ ０３－３６９１－０９４１ 

 

江戸川北 １３２－

８６６８ 

江戸川区平井１－１６－１１ ０３－３６８３－４２８１ 

 

江戸川南 １３４－

８５６７ 

江戸川区清新町２－３－１３ ０３－５６５８－９３１１ 

 

八王子 １９２－ 

０９９４ 

八王子市子安町４－４－９ ０４２６－２２－６２９１ 

 

立川 １９０－

８５６５ 

立川市高松町２－２６－１２ ０４２－５２３－１１８１ 

 

武蔵野 １８０－

８５２２ 

武蔵野市吉祥寺本町３－２７－

１ 

０４２２－５３－１３１１ 

 

青梅 

 

１９８－

８５３０ 

青梅市東青梅４－１３－４ ０４２８－２２－３１８５ 

 

武蔵府中 １８３－

８５４８ 

府中市本町４－２ ０４２－３６２－４７１１ 

 

町田 １９４－

８５６７ 

町田市中町３－３－６ ０４２－７２８－７２１１ 

 

日野 １９１－

８５２０ 

日野市大字宮３９９－１ ０４２－５８５－５６６１ 

 

東村山 １８９－

８５５５ 

東村山市本町１－２０－２２ ０４２－３９４－６８１１ 

 

 

【設置根拠】 

 財務省設置法第２４条、財務省組織規則第５４４条及び別表第９ 



 

【所掌事務】 

国税局の所掌事務のうち、内国税の賦課及び徴収に関する事務等を分掌する。 

 

【管轄区域】 

 

税務署名 管 轄 区 域 

麹町 千代田区のうち丸の内一丁目から丸の内三丁目まで、大手町一丁目、大

手町二丁目、内幸町一丁目、内幸町二丁目、有楽町一丁目、有楽町二丁目、

日比谷公園、霞が関一丁目から霞が関三丁目まで、永田町一丁目、永田町

二丁目、隼町、平河町一丁目、平河町二丁目、麹町一丁目から麹町六丁目

まで、紀尾井町、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町、千

代田、皇居外苑、北の丸公園、一ツ橋一丁目、飯田橋一丁目から飯田橋四

丁目まで、富士見一丁目、富士見二丁目、九段南一丁目から九段南四丁目

まで、九段北一丁目から九段北四丁目まで 

神田 千代田区（麹町税務署管内の地域を除く。） 

日本橋 中央区（京橋税務署管内の地域を除く。） 

京橋 中央区のうち八重洲二丁目、京橋一丁目から京橋三丁目まで、銀座一丁

目から銀座八丁目まで、新富一丁目、新富二丁目、入船一丁目から入船三

丁目まで、湊一丁目から湊三丁目まで、明石町、築地一丁目から築地七丁

目まで、浜離宮庭園、八丁堀一丁目から八丁堀四丁目まで、新川一丁目、

新川二丁目、佃一丁目から佃三丁目まで、月島一丁目から月島四丁目まで、

勝どき一丁目から勝どき六丁目まで、晴海一丁目から晴海五丁目まで、豊

海町 

芝 港区（麻布税務署管内の地域を除く。）東京都のうち大島町、利島村、新

島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 

麻布 港区のうち麻布台一丁目から麻布台三丁目まで、麻布狸穴町、六本木一

丁目から六本木七丁目まで、麻布永坂町、東麻布一丁目から東麻布三丁目

まで、麻布十番一丁目から麻布十番四丁目まで、西麻布一丁目から西麻布

四丁目まで、南麻布一丁目から南麻布五丁目まで、元麻布一丁目から元麻

布三丁目まで、元赤坂一丁目、元赤坂二丁目、赤坂一丁目から赤坂九丁目

まで、南青山一丁目から南青山七丁目まで、北青山一丁目から北青山三丁

目まで、虎ノ門二丁目一番・二番・十番 

品川 品川区（荏原税務署管内の地域を除く。） 

四谷 新宿区（新宿税務署管内の地域を除く。） 



新宿 新宿区のうち余丁町八番四号から八番六号まで、大久保一丁目から大久

保三丁目まで、百人町一丁目から百人町四丁目まで、戸塚町一丁目、西早

稲田一丁目、西早稲田二丁目一番二十六号から一番二十八号まで・三番か

ら二十一番まで、西早稲田三丁目、高田馬場一丁目から高田馬場四丁目ま

で、戸山三丁目十八番・二十一番、上落合一丁目から上落合三丁目まで、

下落合一丁目から下落合四丁目まで、西落合一丁目から西落合四丁目まで、

中落合一丁目から中落合四丁目まで、中井一丁目、中井二丁目、新宿三丁

目十五番十一号・十五番十二号・十七番五号から十七番十七号まで・十八

番から二十九番まで・三十一番三号から三十一番五号まで・三十三番から

三十八番まで・サブナード一号、新宿五丁目十三番六号から十三番十四号

まで・十四番五号から十四番十一号まで・十八番六号から十八番十七号ま

で、新宿六丁目、新宿七丁目、西新宿一丁目から西新宿八丁目まで、北新

宿一丁目から北新宿四丁目まで、歌舞伎町一丁目一番一号・二番から三十

番まで・サブナード一号、歌舞伎町二丁目 

小石川 文京区（本郷税務署管内の地域を除く。） 

本郷 文京区のうち本郷一丁目から本郷七丁目まで、湯島一丁目から湯島四丁

目まで、西片一丁目、西片二丁目、向丘一丁目、向丘二丁目、根津一丁目、

根津二丁目、弥生一丁目、弥生二丁目、千駄木一丁目から千駄木五丁目ま

で、本駒込一丁目から本駒込六丁目まで 

東京上野 台東区のうち台東一丁目から台東四丁目まで、秋葉原、上野一丁目から

上野七丁目まで、東上野一丁目から東上野五丁目まで、池之端一丁目から

池之端四丁目まで、上野公園、上野桜木一丁目、上野桜木二丁目、谷中一

丁目から谷中七丁目まで、根岸一丁目から根岸五丁目まで、下谷一丁目か

ら下谷三丁目まで、北上野一丁目、北上野二丁目、入谷一丁目、入谷二丁

目、松が谷三丁目十番から二十三番まで、松が谷四丁目、竜泉一丁目から

竜泉三丁目まで、千束二丁目三十三番から三十六番まで、三ノ輪一丁目、

三ノ輪二丁目、日本堤二丁目三十六番から三十九番まで 

浅草 台東区（東京上野税務署管内の地域を除く。） 

本所 墨田区（向島税務署管内の地域を除く。） 

向島 墨田区のうち立花一丁目から立花六丁目まで、東墨田一丁目から東墨田

三丁目まで、文花一丁目から文花三丁目まで、京島一丁目から京島三丁目

まで、押上二丁目三十一番から四十三番まで、押上三丁目、八広一丁目か

ら八広六丁目まで、東向島一丁目から東向島六丁目まで、墨田一丁目から

墨田五丁目まで、堤通一丁目、堤通二丁目 

江東西 江東区（江東東税務署管内の地域を除く。） 



江東東 江東区のうち大島一丁目から大島九丁目まで、亀戸一丁目から亀戸九丁

目まで、北砂一丁目から北砂七丁目まで、東砂一丁目から東砂八丁目まで、

南砂一丁目から南砂七丁目まで、新砂一丁目から新砂三丁目まで 

荏原 品川区のうち小山台一丁目、小山台二丁目、小山一丁目から小山七丁目

まで、荏原一丁目から荏原七丁目まで、平塚一丁目から平塚三丁目まで、

戸越一丁目から戸越六丁目まで、西中延一丁目から西中延三丁目まで、中

延一丁目から中延六丁目まで、東中延一丁目、東中延二丁目、旗の台一丁

目から旗の台六丁目まで、豊町一丁目から豊町六丁目まで、二葉一丁目か

ら二葉四丁目まで 

目黒 目黒区 

大森 大田区のうち大森中一丁目から大森中三丁目まで、大森北一丁目から大

森北六丁目まで、大森本町一丁目、大森本町二丁目、大森西一丁目から大

森西六丁目まで、大森西七丁目一番から六番まで・七番六号・七番十号か

ら七番十二号まで・七番十四号から七番十九号まで、大森東一丁目から大

森東五丁目まで、大森南一丁目四番一号・四番五号・五番から十一番まで・

十二番八号から十二番十二号まで・十二番十四号・十二番十五号・十七番

七号・十七番九号から十七番十二号まで・十七番十五号から十七番十七号

まで・十八番七号・十八番九号・十八番十四号・大森南二丁目一番から十

七番まで・二十番から二十五番まで、大森南三丁目から大森南五丁目まで、

山王一丁目から山王四丁目まで、中央一丁目から中央八丁目まで、東馬込

一丁目、東馬込二丁目、南馬込一丁目から南馬込六丁目まで、中馬込一丁

目から中馬込三丁目まで、西馬込一丁目、西馬込二丁目、北馬込一丁目、

北馬込二丁目、池上一丁目から池上八丁目まで、平和島一丁目から平和島

六丁目まで、昭和島一丁目、昭和島二丁目、京浜島一丁目から京浜島三丁

目まで、東海一丁目から東海六丁目まで、城南島一丁目から城南島七丁目

まで、平和の森公園 

雪谷 大田区のうち南千束一丁目から南千束三丁目まで、北千束一丁目から北

千束三丁目まで、東雪谷一丁目から東雪谷五丁目まで、南雪谷一丁目から

南雪谷五丁目まで、仲池上一丁目、仲池上二丁目、石川町一丁目、石川町

二丁目、上池台一丁目から上池台五丁目まで、久が原一丁目から久が原六

丁目まで、南久が原一丁目、南久が原二丁目、田園調布南、田園調布本町、

田園調布一丁目から田園調布五丁目まで、鵜の木一丁目から鵜の木三丁目

まで、千鳥一丁目から千鳥三丁目まで、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北

嶺町 

蒲田 大田区（大森税務署及び雪谷税務署管内の地域を除く。） 

世田谷 世田谷区（北沢税務署及び玉川税務署管内の地域を除く。） 



北沢 世田谷区のうち代沢一丁目から代沢五丁目まで、北沢一丁目から北沢五

丁目まで、代田一丁目から代田六丁目まで、羽根木一丁目、羽根木二丁目、

大原一丁目、大原二丁目、松原一丁目から松原六丁目まで、赤堤一丁目か

ら赤堤五丁目まで、梅丘一丁目から梅丘三丁目まで、豪徳寺一丁目、豪徳

寺二丁目、宮坂一丁目から宮坂三丁目まで、桜上水一丁目から桜上水五丁

目まで、上北沢一丁目から上北沢五丁目まで、経堂一丁目から経堂五丁目

まで、船橋一丁目から船橋七丁目まで、八幡山一丁目から八幡山三丁目ま

で、南烏山一丁目から南烏山六丁目まで、北烏山一丁目から北烏山九丁目

まで、給田一丁目から給田五丁目まで、粕谷一丁目から粕谷四丁目まで、

千歳台一丁目から千歳台六丁目まで 

玉川 世田谷区のうち玉川田園調布一丁目、玉川田園調布二丁目、瀬田一丁目

から瀬田五丁目まで、玉川一丁目から玉川四丁目まで、東玉川一丁目、東

玉川二丁目、玉川台一丁目、玉川台二丁目、用賀一丁目から用賀四丁目ま

で、上用賀一丁目から上用賀六丁目まで、駒沢三丁目から駒沢五丁目まで、

駒沢公園、深沢一丁目から深沢八丁目まで、奥沢一丁目から奥沢八丁目ま

で、尾山台一丁目から尾山台三丁目まで、等々力一丁目から等々力八丁目

まで、玉堤一丁目、玉堤二丁目、新町一丁目から新町三丁目まで、桜新町

一丁目、桜新町二丁目、上野毛一丁目から上野毛四丁目まで、野毛一丁目

から野毛三丁目まで、中町一丁目から中町五丁目まで、宇奈根一丁目から

宇奈根三丁目まで、岡本一丁目から岡本三丁目まで、大蔵一丁目から大蔵

六丁目まで、鎌田一丁目から鎌田四丁目まで、砧公園 

渋谷 渋谷区 

中野 中野区 

杉並 杉並区のうち阿佐谷北一丁目から阿佐谷北六丁目まで、阿佐谷南一丁目

から阿佐谷南三丁目まで、高円寺北一丁目から高円寺北四丁目まで、高円

寺南一丁目から高円寺南五丁目まで、梅里一丁目、梅里二丁目、堀ノ内一

丁目から堀ノ内三丁目まで、松ノ木一丁目から松ノ木三丁目まで、大宮一

丁目、大宮二丁目、成田東一丁目から成田東五丁目まで、成田西一丁目か

ら成田西四丁目まで、高井戸西一丁目から高井戸西三丁目まで、高井戸東

一丁目から高井戸東四丁目まで、上高井戸一丁目から上高井戸三丁目まで、

下高井戸一丁目から下高井戸五丁目まで、浜田山一丁目から浜田山四丁目

まで、永福一丁目から永福四丁目まで、和田一丁目から和田三丁目まで、

方南一丁目、方南二丁目、和泉一丁目から和泉四丁目まで 

荻窪 杉並区（杉並税務署管内の地域を除く。） 

豊島 豊島区 

王子 北区 



荒川 荒川区 

板橋 板橋区 

練馬東 練馬区（練馬西税務署管内の地域を除く。） 

練馬西 練馬区のうち大泉町一丁目から大泉町六丁目まで、大泉学園町一丁目か

ら大泉学園町九丁目まで、上石神井一丁目から上石神井四丁目まで、上石

神井南町、下石神井一丁目から下石神井六丁目まで、石神井台一丁目から

石神井台八丁目まで、石神井町一丁目から石神井町八丁目まで、関町北一

丁目から関町北五丁目まで、関町南一丁目から関町南四丁目まで、関町東

一丁目、関町東二丁目、立野町、西大泉一丁目から西大泉六丁目まで、西

大泉町、東大泉一丁目から東大泉七丁目まで、南大泉一丁目から南大泉六

丁目まで 

足立 足立区（西新井税務署管内の地域を除く。） 

西新井 足立区のうち栗原一丁目から栗原四丁目まで、西新井一丁目から西新井

七丁目まで、西新井本町一丁目から西新井本町五丁目まで、西新井栄町一

丁目から西新井栄町三丁目まで、本木一丁目、本木二丁目、本木東町、本

木西町、本木南町、本木北町、興野一丁目、興野二丁目、宮城一丁目、宮

城二丁目、扇一丁目から扇三丁目まで、谷在家一丁目から谷在家三丁目ま

で、鹿浜一丁目から鹿浜八丁目まで、加賀一丁目、加賀二丁目、皿沼一丁

目から皿沼三丁目まで、舎人一丁目から舎人六丁目まで、舎人公園、舎人

町、入谷町、入谷一丁目から入谷九丁目まで、古千谷一丁目、古千谷二丁

目、古千谷本町一丁目から古千谷本町四丁目まで、梅田一丁目から梅田八

丁目まで、伊興本町一丁目、伊興本町二丁目、伊興一丁目から伊興五丁目

まで、東伊興一丁目から東伊興四丁目まで、西伊興町、西伊興一丁目から

西伊興四丁目まで、西竹の塚一丁目、西竹の塚二丁目、堀の内一丁目、堀

の内二丁目、新田一丁目から新田三丁目まで、小台一丁目、小台二丁目、

梅島一丁目から梅島三丁目まで、島根一丁目から島根四丁目まで、椿一丁

目、椿二丁目、江北一丁目から江北七丁目まで、関原一丁目から関原三丁

目まで 

葛飾 葛飾区 

江戸川北 江戸川区（江戸川南税務署管内の地域を除く。） 

江戸川南 江戸川区のうち春江町五丁目、西瑞江五丁目、江戸川五丁目、江戸川六

丁目、一之江町、二之江町、船堀一丁目から船堀七丁目まで、北葛西一丁

目から北葛西五丁目まで、宇喜田町、西葛西一丁目から西葛西八丁目まで、

中葛西一丁目から中葛西八丁目まで、南葛西一丁目から南葛西七丁目まで、

堀江町、東葛西一丁目から東葛西九丁目まで、清新町一丁目、清新町二丁

目、臨海町一丁目から臨海町六丁目まで 



八王子 八王子市 

立川 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 

武蔵野 武蔵野市、三鷹市、小金井市 

青梅  青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡 

武蔵府中 府中市、調布市、狛江市 

町田  町田市 

日野 日野市、多摩市、稲城市 

東村山 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 

 

【組織】 

 

 税務署長                総務課 

税務広報広聴官 

管理･徴収部門 

個人課税部門 

資産課税部門 

法人課税部門 

酒類指導官 

  

（注）税務署の規模によって置かれている部門の種類や数が異なるため、典型的な例を

掲載した。 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  各税務署総務課 

 Ｔ Ｅ Ｌ  税務署の電話番号と同じ。 



【機関等名】 

東京派遣国税庁監察官 

 

【所在地等】 

郵便番号  １００－８１０２ 

所 在 地    千代田区大手町１－３－３ 大手町合同庁舎第３号館 

Ｔ Ｅ Ｌ    ０３－３２１６－６８１１ 

 

【設置根拠】 

財務省設置法第２６条 

 

【所掌事務】 

国税庁の所属職員について、その職務上必要な監察及び所属職員の職務上の犯

罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。 

 

【情報開示請求窓口】 

担当部署 国税庁情報公開室 

Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３５８１－４１６１ 



【機関等名】 

国税庁東京派遣監督評価官室 

 

【所在地等】 

郵便番号  １００－８１０２ 

所 在 地    千代田区大手町１－３－３ 大手町合同庁舎第３号館 

Ｔ Ｅ Ｌ    ０３－３２１６－６８１１ 

 

【設置根拠】 

財務省組織規則第４０５条第１項及び第５項 

 

【所掌事務】 

(1) 国税庁の所掌事務の監察に関する事務。 

(2) 実績の評価に関する事務の実施。 

 

【組織】 

 （国税庁長官官房総務課監督評価官室） 

 

        東京派遣監督評価官室長      東京派遣監督評価官 

    

【情報開示請求窓口】 

担当部署 国税庁情報公開室 

 Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３５８１－４１６１ 



【機関等名】 

税務大学校 

 

【所在地等】 

郵便番号  １００－８９７８ 

所 在 地    千代田区霞が関３－１－１ 

Ｔ Ｅ Ｌ    ０３－３５８１－４１６１ 

Ｕ Ｒ Ｌ   http://www.ntc.nta.go.jp/ 
 

【設置根拠】 

財務省組織令第９５条、財務省組織規則第４２５条・第４３８条 

 

【所掌事務】 

(1) 財務省の職員に対して、国税庁の所掌事務に従事するための必要な研修を行うこと。 

(2) 税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。 

(3) 税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。 

(4) 税務に関する国際協力を行うこと。 

 

【組織】 

 

霞が関事務室      総務課 

教務課 

校長                    研究部 

                            教育第一部 

和光校舎        教育第二部 

総務主事 

学務主事 

         地方研修所（札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、名古屋、大阪、

広島、高松、福岡、熊本、沖縄） 

 

【情報開示請求窓口】 

担当部署  総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５８１－４１６１ 
 


